
令和８年度 就学援助申請について（お知らせ） 

添田町教育委員会 

 

○就学援助とは  

 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める

家庭に対し、学用品費、給食費、修学旅行費等を援助する制度です。  

※添田町内の小中学校に就学している児童生徒が対象です。  

 

○援助の内容  

（１）学用品費（通学用品費、校外活動費含む）  

（２）学校給食費  

（３）新入学用品費（３月までに申請した新入生が対象）  

（４）修学旅行費（キャンセル料はでません）  

（５）医療費（学校教育法第１７条に規定するもの。町内在住者は医療費無料化のため

対象外）  

※これらは一部の援助（上限が決まっています）のため、不足が生じた場合はご家庭で

ご負担下さい。  

※就学援助費は申請を受け付けた日の翌月（４月の場合のみ同月）から支給されます。

申請される時期によって援助できないものがあります。  

○支給方法  

 新入学用品費を除き、所属している学校の口座に振り込みます。新入学用品費は、直

接保護者の銀行口座へ振込む予定です。（令和８年３月２７日振込予定）  

※新入学用品費は、２月までに申請した方については入学前の３月に支給予定ですが、

振込後町外の小中学校へ転学した場合は返還していただきます。  

○申請に必要な書類  

（１）令和８年度就学援助申請書及び世帯票・委任状  

（ホームページもしくは教育委員会にて配布）  

（２）最新の所得証明（源泉徴収票不可、世帯全員分）  

（３）印鑑（シャチハタ不可）  

（４）その他（事情に応じ失業証明書等）  

○受付期間及び提出先等  

（１）受付期間    令和８年１月５日（月）～  令和８年２月１３日（金）  

          （土・日・祝日を除く、８時３０分～１７時１５分まで）  

（２）提出・問合せ  添田町教育委員会  学校教育課学校教育係  

          ℡０９４７－８２－５９６３（直通）  

  ※上記期間までに申請がない場合、新入学用品費の支給ができませんのでご注意

ください。  

○申請にあたってのご注意  

●申請は毎年必要となります。今年度認定を受けている方も、新たに申請が必要です。  

●所得に応じて判定するため、申請すれば必ず受給できるという制度ではありません。 

●生活保護（教育扶助）を受けている方は、就学援助の申請はできません。年度途中で

生活保護を受給することになった場合は、必ず教育委員会に報告してください。  


